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営業エリアに居住する、22歳以下のお子様が
いるご家族。

※お子様が18歳以上の場合、学生など収入がない場合に限ります。

預入金額

500万円
まで

1世帯あたり

取扱期間

2025年 4月1日（火）
2026年3月31日（火）

対象者



取扱期間

2025年3月31日作成

子育て応援  定期預金

営業エリアに居住する、22歳以下のお子様がいるご家族。

利息には20.315％（国税15％、復興特別所得税0.315％、地方税5％）
の税金がかかります（ただし、マル優を利用の場合は除く）。

税 金

両親のいずれか預金名義

2025年4月1日（火）～2026年3月31日（火）


